
自動車運転免許取得助成金交付要綱 

 

平成 24 年 6 月 29 日制定 

平成 25 年 5 月 30 日一部改正 

                                                             平成27年4月30日一部改

正 

                                                             平成28年4月27日一部改

正 

                                                             平成29年4月27日一部改

正 

                                                             平成30年4月25日一部改

正 

公益社団法人沖縄県トラック協会 

 

（事業趣旨) 

第１条 公益社団法人沖縄県トラック協会（以下「沖卜協」という。）は、雇用対策の一環とし 

    て、若手ドライバーの人材確保・育成のために、従業員に大型免許、中型免許（限定解除   含

む）、準中型免許（限定解除含む）、けん引免許を取得させる貨物自動車運送事業者（以   下「運送

事業者」という。）に対して助成金を交付する。 

（対象運転免許） 

第２条 助成の対象となる免許の種類は次に掲げるものとする。 

   (１)大型免許：車両総重量１１トン以上の自動車を運転できる免許 

   (２)中型免許：車両総重量５トン以上１１トン未満の自動車を運転できる免許 

      (３)準中型免許：車両総重量３．５トン以上７．５トン未満の自動車を運転できる免許 

   (４)けん引免許：車両総重量が７５０kg を超える車を牽引する場台に必要な運転免許 

（助成対象） 

第３条 運送事業者の従業員が前条に掲げる免許を当該年度に取得し、資格取得に要した全額費 

   用を運送事業者が支払った場台（消費税を除く）、その一部について助成を行うものとす 

   る。 

（助成金の対象範囲及び助成金額） 

第４条 １運送事業者に助成する交付は、１回分を限度とする。 

  ２ 助成金の交付額は、当該年度に新たに第２条のいずれかの免許を取得した場合、沖卜協 

   に所属する運送事業者（以下「会員事業者」という。）は、大型免許取得については３０，   ０００

円、中型免許（限定解除含む）、準中型免許（限定解除含む）、けん引免許取得に   ついては２０，００

０円とし、沖ト協に所属しない運送事業者（以下「非会員事業者」と   いう。)は、大型免許取得につい

ては６，０００円、中型免許（限定解除含む）、準中型   免許（限定解除含む）、けん引免許取得につき

４，０００円とする。複数の種類の免許を   同時に取得した場合は、助成額の高い方に準ずる。 

    ３ 準中型免許取得については、別途全日本トラック協会が実施する「準中型免許取得助成   事

業実施要項」等に基づき、助成金を交付する。 



（実績報告及び助成金の請求） 

第５条 運送事業者は、従業員が免許取得したときは、第６条の期日までに、様式１「自動車運 

   転免許取得助成金実績撮告書(兼)請求書」（以下「請求書」という。)、免許証（取得後）   の写

し、健康保険被保険者証の写し、または雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写   し、並びに

教習所等への費用支払い領収書等の写しを沖卜協に提出しなければならない。 

（助成金の交付請求期限） 

第６条 前条の助成金交付請求期限は免許取得した日の属する会計年度の１月末日までとする。 

   ただし、１月末日か沖卜協の営業日でない場台は前営業日までとする。 

（助成金交付） 

第７条 沖卜協は、第５条の請求書の提出があったときは、速やかにその報告を審査し、条件に 

   適合すると認めたときは、運送事業者に対して助成金を交付する。 

（助成金の返還） 

第８条 運送事業者は、助成金交付後に虚偽の事実が判明した場合及び、当該免許取得者か免許 

   取得後１年以内に退職した場合には、速やかに沖ト協に報告し、助成金を返還しなければ 

   ならない。 

（報告） 

粥９条 沖卜協は、この要綱に定める助成制度に関して、運送事業者に必要な報告を求めること 

   ができる。 

（その他必要な事項） 

第 IO 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に閲するその他の必要事項は、沖卜協か別 

   にこれを定める。 

 

附則（平成２４年６月２９日） 

第１条 本要綱は平成２４年９月２９日より適用する。 

 

附則（平成２５年５月３０日） 

第１条 本要綱は平成２５年４月１１日より適用する。 

第２条 改正前の要綱（平成２４午６月２９日）に基づき実施した事業については、なお従前の   例によ

るものとする。 

附則（平成２７年４月３０日） 

第１条 本要綱は平成２７年４月 1 日より適用する。 

第２条 改正前の要綱（平成２４午６月２９日）に基づき実施した事業については、なお従前の   例によ

るものとする。 

附則（平成２８年４月２７日） 

第１条 本要綱は平成２８年４月 1 日より適用する。 

 

附則（平成２９年４月２７日） 

第１条 本要綱は平成２９年４月 1 日より適用する。 

 

附則（平成３０年４月２５日） 



第１条 本要綱は平成３０年４月 1 日より適用する。 

 


